
相談支援事業所ヨハク 重要事項説明書 

 本重要事項説明書は、当法人とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会

福祉法第７６条に基づき、当相談支援事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご

注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ サービスを提供する事業者 

① 名   称     一般社団法人 SCRAP＆BUILD 

② 所 在 地     〒３５０-１１３３  埼玉県川越市砂８１５-１３ 1 階 

③ TEL 番号      ０８０-４４０５-７２９７ 

④ 代表者氏名     代表理事 戸田 竜也 

⑤ 設立年月日     令和４年３月１４日 

⑥ E-mail       yohaku.outreach@gmail.com 

⑦ SNS（法人 LINE）        

 

２ 相談支援事業所 

① 事業所の種類    

一般相談支援（事業所番号：１１３０４０１６７０） 

特定相談支援（事業所番号：１１３０４０１６７０） 

障害児相談支援（事業所番号：１１７０４００７１５） 

② 事業所の名称   相談支援事業所 ヨハク 

③ 事業所の目的     

障害者総合支援法・児童福祉法に基づき、障害のある人がその人らしく自分の力を最

大限発揮して自立して生活できるよう支援する。また障害があっても安心して暮らす

ことができるよう支援する。 

④ 主たる対象者   障害児・者またはその家族等 

⑤ 主たる対象地域  川越市・ふじみ野市・富士見市・三芳町・狭山市 

⑥ 相談支援専門員  山内智史・戸田竜也・有村慧・星智子・深井勉 

⑦ 指定年月日    令和４年８月１日 

 

３ 職員配置 

当事業所では、以下の職員を配置しています。 

① 管理者 兼 相談支援専門員          １名 

② 相談支援専門員                １名以上 

③ 相談支援員（社会福祉士又は精神保健福祉士）   

④ 地域移行支援従事者             １名以上 

 

４ 相談時間 

実働日：月曜日〜金曜日 (９:００～１８:００)  

＊ただし、祝日および１２月３０日から１月３日を除きます。 

電話による連絡は上記日時、メールおよび法人 LINE 等の SNS は常時受付可能です。メ

ールおよび法人 LINE 等の返信には 3日間程度お時間をいただく場合もあります。 



５ 相談支援専門員の交替 

① 利用者からの申し出 

選任された相談支援専門員の交替を希望される場合には、当該相談支援専門員が業務

上不適当と認められる事情その他の交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対

して相談支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の相談

支援専門員の指名はできません。 

② 事業者からの交替 

選任された相談支援専門員を交替する事があります。相談支援専門員が交替する場合

には、利用者及びその家族に対して、サービスの不利益が生じないよう十分配慮しま

す。 

 

６ サービス内容 

① 相談支援（サービス等利用計画による）の申し込みからサービス提供までの流れ 

サービス等利用計画作成依頼→相談支援利用契約締結→利用者訪問調査→課題分析

→サービス等利用計画原案作成→サービス担当者会議又は連絡調整を実施→正式なサ

ービス等利用計画作成→支援状況確認・把握（定期的な家庭訪問や電話相談等） 

（→必要時、再度サービス利用計画作成） 

（→必要な方へ、上限管理の実施） 

② サービス等利用計画について 

当事業所では、利用者の心身の状況やご希望、環境等を踏まえて、利用者のその方ら

しい自立に向けて設定された目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した

サービス等利用計画を作成します。 

 

７ 利用料 

相談支援(サービス等利用計画作成他)にかかる費用は、厚生労働省の基準により、利

用の認定を受けた市町村から代理受領し、利用者負担はありません。上限管理が必要な

方についても同様です。 

 

８ 利用者の記録や情報の管理、開示について 

事業者は、関係法令に基づいて利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに

応じて、その内容を開示いたします。 

 本事業所における記録の項目は次のとおりです。 

① サービス等利用計画 

② ケース記録（サービス提供の具体的な内容） 

③ 市町村との連絡・通知その他関係文書 

   保存期間は、サービスを提供した日から 5年間となります。閲覧・複写ができ 

  る時間は事業所の相談時間です。 

 

 

 

 

 



９ 要望・苦情の受付について 

① 当事業所における要望や苦情の受付、取り扱いは以下のとおりです。 

 〇 苦情受付責任者 

      管理者        山内 智史（０８０-４４０５-７２９７） 

 〇 苦情解決責任者 

      法人代表理事兼務    戸田 竜也（０８０-９４１６-６１４０） 

 

② 行政機関その他苦情受付機関 

 〇 川越市役所 障害者福祉課 

      所在地   川越市元町１-３-１ 

      TEL    ０４９-２２４-８８１１ 

      FAX    ０４９-２２５-３０３３ 

 〇 埼玉県運営適正化委員会（福祉サービス苦情相談） 

      所在地   さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 彩の国すこやかプラザ内 

      TEL    ０４８-８２２-１２４３ 

      受付時間  月曜 ～ 金曜  ９：００～１６：００ 

 

１０車両同乗時の事業者の責任範囲について 

サービスに付随して必要な場合、利用者の希望があれば事業者の車両に同乗するこ

とがありますが、この場合、事業者は、利用者に対して、その車両に関する保険の範囲

以上の責任を負わないこととします。 

  

１１個人情報使用について 

利用者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限

の範囲内で使用します。 

 

① 使用する目的 

事業者が、相談支援の提供にあたり、障害福祉サービス等を円滑に実施するために行

うサービス担当者会議等において必要な場合。また、実習生の学びに必要な情報提供と

して。 

② 使用にあたっての条件 

個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の

際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

③ 個人情報の内容 

・ 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が相談支援を行うために最低限必要

な利用者や家族個人に関する情報。 

・ 認定調査票、主治医意見書、障害支援区分認定審査会における判定結果の意見（認定

結果通知書） 

・ その他の情報 

 

※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別さ

れ、又は識別され得るものをいいます。 



令和     年     月    日 

 私は、指定障害福祉サービスの提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき、重

要事項の説明を行いました。 

 

（事業所）    相談支援事業所 ヨハク       

 説明者 ：                     

 

 私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、指定障害福祉サー

ビスの提供及び利用の開始、個人情報の取扱に同意しました。 

 

（利用者） 住所 〒 

                       

電話                           

      氏名                        

 

（代理人） 住所 〒 

                       

      電話                           

      氏名                           


